
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

会
計
責
任
者
の

市

原

俊

明

妹

尾

圭

一

郎

氏
名

令

和

三

年

徳

島

県

商
工

政

治
連
盟

岡

本

富

治

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
佐
古
七
番
町
三
番
二
四

勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
中
角
字
つ

四

月

一

日

所
在
地

号

市
原
俊
明

方

い
口
三
一－

四

代
表
者
の
氏
名

萩

田

広

文

程

野

克

史

日

本

薬

業

政

治

連

盟

会
計
責
任
者
の

令

和

三

年

萩

田

広

文

前

川

英

史

福

屋

秋

男

徳

島

県

支

部

氏
名

四

月

十

九

日

主
た
る
事
務
所
の

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
中
須
四

徳
島
市
川
内
町
平
石
夷
野
二
二

所
在
地

番
地
二

四－

三
〇

主
た
る
事
務
所
の

板
野
郡
板
野
町
矢
武
字
神
木
一

令

和

三

年

徳
島
県
中
小
企
業
政
治
連
盟

布

川

徹

徳
島
市
南
末
広
町
五－

八－

八

所
在
地

番
地
一

四

月

二

十

二

日

令

和

三

年

山

花

優

後

援

会

岡

本

和

夫

代
表
者
の
氏
名

岡

本

和

夫

岡

部

勝

重

四

月

二

十

五

日



主
た
る
事
務
所
の

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
牟
岐
浦
字

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
中
村
本
村

令

和

三

年

柿

内

久

弥

後

援

会

福

井

雅

彦

所
在
地

浜
崎
二
五

一
〇
六
番
地
一
〇

四

月

十

日

主
た
る
事
務
所
の

小
松
島
市
田
浦
町
字
妙
蓮
一
七

小
松
島
市
田
浦
町
字
大
栗
二
三

令

和

三

年

井

内

章

介

後

援

会

井

内

章

介

所
在
地

－

一
五

－

一

五

月

六

日


